
加算料金等について 

以下は１割負担者の方の加算料金です。このため、２割負担者の方はそれぞれ２倍の金額に、

３割負担者の方はそれぞれ３倍の金額になります。 

 

(1)   加算料金Ⅰ・・・・・予防給付・介護給付共通     

 

① 送迎加算 

入所時及び退所時に送迎を行った場合 

                 送迎加算 片道１８４円（往復３６８円） 

 

② 個別リハビリテーション実施加算 

個別リハビリテーション計画を作成し、計画に基づき利用者に対して個別リハビリテーション

を２０分以上実施した場合 

個別リハビリテーション実施加算 ２４０円／日 

 

③ 療養食加算 

医師の食事箋に基づく療養食を提供した場合（１日に３回を限度） 

        療養食加算 ８円／回 

【療養食】：医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、

腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検

査食。 

     

④ 夜勤職員配置加算 

夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たす場合 

夜勤職員配置加算  ２４円／日 

 

⑤  若年性認知症利用者受入加算 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に当該利用者の特性

やニーズに応じたサービス提供を行う場合 

                  若年性認知症利用者受入加算    １２０円／日 

  

⑥ サービス提供体制強化加算 

 介護職員の総数のうち、介護福祉士が６０％以上配置されている場合 

                  サービス提供体制強化加算（Ⅱ）１８円／日 

 介護職員の総数のうち、介護福祉士が５０％以上配置されている場合 

                  サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６円／日 

 

⑦ 介護職員処遇改善加算 

介護職員等の処遇改善を図り、介護職員等の確保と定着につなげていくことを目的としています。 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）                   所定単位数×７．５%の額 



(2)   加算料金Ⅱ・・・・・介護給付のみ加算 

 

⑪ 認知症ケア加算 

日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから、介護を必要とする

認知症の利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合  

認知症ケア加算 ７６円／日 

 

⑫ 重度療養管理加算 

要介護４又は要介護５で、別に厚生労働大臣の定める状態にある利用者に対し、計画的な医学

的管理を継続的に行いかつ療養上必要な処置を行なった場合 

重度療養管理加算 １２０円／日 

（注）別に厚生労働大臣が定める状態 

イ 常時頻回の喀痰吸引を実施している状態 

 ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 

 ハ 中心静脈注射を実施している状態 

二 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態 

ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態 

へ 膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者障害程度等級表の 4 級以上に該当し、かつ、

スト—マの処置を実施している状態 

 ト 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態 

 チ 褥瘡に対する治療を実施している状態 

 リ 気管切開が行われている状態 

    

⑬ 緊急短期入所受入加算 

利用者の状態や家族等の事情により、居宅の介護支援専門員が必要と認め、緊急に短期入所療

養介護を行った場合、入所日から 7 日（やむをえない事情がある場合には 14 日）を限度とし

て算定 

緊急短期入所受入加算 ９０円／日 

 

⑭ 緊急時施設療養費（緊急時治療管理） 

 入所者の病状が著しく変化した場合にその他やむを得ない事情により行われる投薬、検査、注

射、処置等を行った場合（1 月に１回、連続する 3 日を限度） 

緊急時施設療養費  ５１８円／日 

 

 ⑮ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 

 利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期入所療養介護が必要であると医

師が判断し、判断日又はその翌日入所した場合（７日間を限度） 

                 認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２００円／日 

 

 



⑯ 総合医学管理加算 

 利用者に対し診療方針を定め、投薬・検査・注射・処置等を行い、利用者の主治の医師に対し

て、診療状況等の必要な情報の提供を行った場合（10 日間を限度） 

                         総合医学管理加算 ２７５円／日 

 

⑰ 口腔連携強化加算 

 口腔の健康状態を評価した場合において、利用者の同意を得て歯科医療機関及び介護支援専門

員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合（１月に１回を限度） 

                      口腔連携強化加算  ５０円／回 

 

⑱ 生産性向上推進体制加算 

 介護現場における生産性の向上に資する取り組みの促進を図る観点から、必要な安全対策を講

じた上で、見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入し、業務改善を継続的に行うとともに、

一定期間ごとに、業務改善の取り組みによる効果を示すデータの提供を行った場合 

                  生産性推進向上体制加算（Ⅰ） １００円／月  

                   生産性推進向上体制加算（Ⅱ）  １０円／月 


